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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも電子内視鏡、光源、及び電子内視鏡を駆動制御すると共に、電子内視鏡によ
り撮像した撮像信号に所定の信号処理を施してモニターに内視鏡画像を表示させるビデオ
プロセッサからなる内視鏡装置において、
　第１の印刷回路基板手段と、
　第２の印刷回路基板手段と、
　この第１の印刷回路基板手段と第２の印刷回路基板手段とを接続する中継ハーネスと、
　前記第１の印刷回路基板手段に接続された前記中継ハーネスを前記第２の印刷回路基板
手段に接続する場合に、前記中継ハーネスを内部に挿通して前記第２の印刷回路基板手段
に案内するものであって、前記中継ハーネスの左右及び上下の挿通方向を規制するケース
部と、前記ケース部の前記中継ハーネスの挿通方向側に延設され、前記中継ハーネスを左
右、または上下に挿通方向を変位させるスロープ部とを有して構成されたハーネス規制部
材と、
　を具備することを特徴とした内視鏡装置。
【請求項２】
　前記ハーネス規制部材のケース部は、矩形状の底面部と、この底面部と対向する位置に
取り付けられた天板部とを有し、この天板部は絶縁部材により形成したことを特徴とする
請求項１に記載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置に関し、特に内視鏡装置を構成する複数の印刷回路基板の間を接
続する中継ハーネスの挿通作業を容易にできる内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、体腔内に挿入される挿入部に固体撮像素子である電荷結合素子（以下、ＣＣＤと
称する）を内蔵した電子内視鏡と、この電子内視鏡のＣＣＤにより撮像された撮像信号に
所定の信号処理を施してモニターに内視鏡画像を表示させる電子内視鏡装置が実用化して
いる。
【０００３】
　図１３に示すように、内視鏡装置１００は、電子内視鏡１０１、光源装置１０２、ビデ
オプロセッサ１０３、及びモニター１０４から構成されている。
【０００４】
　電子内視鏡１０１は、体腔内に挿入される挿入部１０５、この挿入部１０５の基端に設
けられている操作部１０６、及び操作部１０６から延出されたユニバーサルコード１０７
からなっている。
【０００５】
　挿入部１０５は、操作部１０６に基端が接続された細長い可撓管部１０８、上下左右方
向に湾曲操作可能な湾曲部１０９、及びＣＣＤが内蔵された観察窓、照明窓、処置具開口
、及び送水送気口等を有する先端部１１０の順に連設形成されている。
【０００６】
　操作部１０６は、術者が把持操作すると共に、挿入部１０５の湾曲部１０９を上下左右
に湾曲操作するための湾曲レバー、処置具を挿入する処置具挿入口、送水送気ボタン、及
び吸水吸気ボタン等が設けられている。
【０００７】
　挿入部１０５の内部には、操作部１０６の処置具挿入口から挿入された処置具が挿通さ
れる処置具チャンネルが設けられ、先端部１１０の処置具開口へと連通している。更に、
先端部１１０の観察窓に設けられたＣＣＤに接続されている信号ケーブル、照明窓に配置
されているライトガイド、湾曲部１０９を湾曲操作する湾曲ワイヤ、及び送水送気・吸水
吸気用の管路が設けられている。
【０００８】
　ユニバーサルコード１０７には、挿入部１０５と操作部１０６に内蔵されている信号ケ
ーブル、ライトガイド、及び送水送気・吸水吸気用管路が内蔵されて、光源装置１０２に
コネクタ１１１により接続されている。このユニバーサルコード１０７に内蔵されている
信号ケーブルは、コネクタ１１１から分岐されてビデオプロセッサ１０３に接続されてい
る。
【０００９】
　光源装置１０２は、光源ランプと、この光源ランプの点灯駆動回路等からなり光源ラン
プから放射された光をライトガイドの入力端に集光入射する。この光源装置１０２により
ライトガイドの入力端に集光入射された光は、ライトガイドにより導かれて、挿入部１０
５の先端部１１０の照明窓から体腔内の被観察部位へと照射される。
【００１０】
　ビデオプロセッサ１０３は、挿入部１０５の先端部１１０の観察窓に内蔵されているＣ
ＣＤを駆動させ、撮像面に結像した被観察部位像を光電変換して撮像信号を得ると共に、
その撮像信号に所定の信号処理を施して映像信号を生成し、その映像信号によりモニター
１０４に内視鏡画像を表示させる。また、入力された内視鏡観察の患者名や年齢等の患者
情報がモニター１０４に内視鏡画像１０４ａと併設表示される。
【００１１】
　このような構成の内視鏡装置１００は、図示してないが、ビデオプロセッサ１０３に映
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像信号を記録するビデオ機器、及び映像信号から内視鏡画像を印刷するプリンタ機器が接
続される。
【００１２】
　更に、近年では、ビデオプロセッサで生成した映像信号をデジタルデータ化し、そのデ
ジタルデータをデータメモリを記録させたり、あるいはパーソナルコンピュータに出力す
るためのＰＣカードが接続可能となっている。
【００１３】
　この内視鏡装置１００に用いるビデオプロセッサ１０３に内蔵されるＣＣＤを駆動制御
する駆動制御回路、ＣＣＤにおいて光電変換された撮像信号に所定の信号処理を施して内
視鏡映像信号を生成する信号処理回路、ビデオ機器やプリンタ機器及びＰＣカードアダプ
タとのインターフェース回路等は、複数の印刷回路基板により形成され、それら複数の印
刷回路基板は、外装ケース内に効率よく配置されている。
【００１４】
　このビデオプロセッサ１０３を構成する複数の印刷回路基板の外装ケース内の配置は、
一般的であり特に文献等には開示されていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　内視鏡装置１００に用いられるビデオプロセッサ１０３は、上述したように、各種機能
の回路を複数の印刷回路基板を用いて形成され、その印刷回路基板により形成された回路
からノイズや不要な電磁波の放射を防止のために印刷回路基板をシールドケースにより覆
いシールドして外装ケース内に効率よく配置させている。
【００１６】
　一方、ＰＣカードの挿入口は、ＰＣカードの装着が容易に行えるように、ビデオプロセ
ッサ１０３の外装ケースのフロントカバーに設けられ、そのＰＣカード挿入口が設けられ
たフロントカバーの背後にＰＣカードアダプタが設けられるようになる。
【００１７】
　複数の印刷回路基板やＰＣカードアダプタを限られたスペースの外装ケース内に収納配
置させる際に、互いに離れた位置の印刷回路基板の相互間や、印刷回路基板とＰＣカード
アダプタの間は、中継ハーネスを用いて接続される。これら複数の印刷回路基板、ＰＣカ
ードアダプタ、中継ハーネスは、効率的な配置位置と組み込み作業手順を考慮して外装ケ
ース内に設置されている。
【００１８】
　つまり、中継ハーネスを引き回す経路に印刷回路基板や他の部材が配置され、その印刷
回路基板や他の部材の下側に中継ハーネスを配置させる場合は、中継ハーネスを配置後に
、印刷回路基板や他の部材を配置させることが一般的に行われている。
【００１９】
　しかし、組込作業手順の関係から、中継ハーネスの引き回し経路上に配置される印刷回
路基板や他の部材を先に配置させ、その配置済みの印刷回路基板や他の部材の下側の中継
ハーネス引き回し経路に中継ハーネスを挿通させなければならない場合もある。
【００２０】
　この場合、作業者は、印刷回路基板や他の部材によりブラインドされている中継ハーネ
スの引き回し経路に中継ハーネスを挿通させて配置させることになる。つまり、中継ハー
ネスの引き回し経路へ中継ハーネスをブラインド挿通させことになるために、中継ハーネ
スの引き回し経路へ挿通が速やかに行えず、挿通作業の効率が低下する繁雑な作業を強い
られる課題がある。
【００２１】
　本発明は、このような事情に鑑みて、印刷回路基板や各種アダプタの間を接続する中継
ハーネスの挿通を案内することにより、中継ハーネスの挿通作業を容易にできる内視鏡装
置を提供することを目的としている。
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【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の内視鏡装置は、少なくとも電子内視鏡、光源、及び電子内視鏡を駆動制御する
と共に、電子内視鏡により撮像した撮像信号に所定の信号処理を施してモニターに内視鏡
画像を表示させるビデオプロセッサからなる内視鏡装置において、第１の印刷回路基板手
段と、第２の印刷回路基板手段と、この第１の印刷回路基板手段と第２の印刷回路基板手
段とを接続する中継ハーネスと、前記第１の印刷回路基板手段に接続された前記中継ハー
ネスを前記第２の印刷回路基板手段に接続する場合に、前記中継ハーネスを内部に挿通し
て前記第２の印刷回路基板手段に案内するものであって、前記中継ハーネスの左右及び上
下の挿通方向を規制するケース部と、前記ケース部の前記中継ハーネスの挿通方向側に延
設され、前記中継ハーネスを左右、または上下に挿通方向を変位させるスロープ部とを有
して構成されたハーネス規制部材と、を具備することを特徴としている。
【００２４】
　また、本発明の内視鏡装置の前記ハーネス規制部材のケース部は、矩形状の底面部と、
この底面部と対向する位置に取り付けられた天板部とを有し、この天板部は絶縁部材によ
り形成したことを特徴としている。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の内視鏡装置は、印刷回路基板や各種アダプタの間を接続する中継ハーネスの挿
通を案内することにより、中継ハーネスの挿通作業が容易となり、中継ハーネスの挿通接
続作業の効率が向上する効果を有している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００２７】
　本発明の第１の実施形態の内視鏡装置について、図１乃至図８を用いて説明する。図１
は本発明の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサの外装ケース内の構成を示す斜視図、図
２は本発明の第１の実施形態の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサの外装ケース内の構
成を示す側面図、図３は本発明の第１の実施形態の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサ
のフロントカバーに設けられたＰＣカード挿入口を示す斜視図、図４は本発明の第１の実
施形態の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサのプロントカバーの背後に設けたＰＣカー
ドアダプタ部を示す斜視図、図５は本発明の第１の実施形態の内視鏡装置に用いるビデオ
プロセッサのＰＣカードアダプタ部からの中継ハーネスの挿通状態を示す斜視図、図６は
、本発明の第１の実施形態の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサのＰＣカードアダプタ
部からの中継ハーネスの挿通状態を示す斜視図、図７は本発明の第１の実施形態の内視鏡
装置に用いるビデオプロセッサのＰＣカードアダプタ部における中継ハーネスの挿通規制
させるハーネス規制部材の外観を示す斜視図、図８は本発明の第１の実施形態の内視鏡装
置に用いるビデオプロセッサのＰＣカードアダプタ部における中継ハーネスの挿通規制さ
せるハーネス規制部本体の内部構成を示す斜視図である。
【００２８】
　本発明の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサの外装ケース内の構成について図１を用
いて説明する。ビデオプロセッサ１は、上述したビデオプロセッサ１０３と同様に、電子
内視鏡に内蔵されているＣＣＤの駆動制御と、ＣＣＤにおいて撮像した撮像信号に所定の
信号処理を施して内視鏡映像信号を生成し、その内視鏡映像信号を基にモニターに内視鏡
画像を表示させる各種回路と、及び、内視鏡映像信号や内視鏡画像データを各種記録機器
に記録させるための記録機器とのインターフェース機能、並びにＰＣカードアダプタを有
するものである。
【００２９】
　このビデオプロセッサ１の外装ケースは、フロントカバー２、このフロントカバー２の
下側から水平方向に延在させたシャーシを兼用するボトムカバー３、このボトムカバー３
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の後端から垂直方向に設けられたバックカバー４、及びフロントカバー２とバックカバー
４の間に装着される図示していないトップとサイドカバーとからなっている。
【００３０】
　フロントカバー２には、図示していない電子内視鏡からの信号ケーブルに設けられたコ
ネクタが装着される電子内視鏡コネクタ受け部５、ビデオプロセッサ１の操作スイッチや
患者情報の入力キー等が装着されるスイッチ接続部６、ビデオプロセッサ１の動作状態や
動作条件等を表示する液晶表示パネル等の表示部７、及び表示部７の下側に設けられたＰ
Ｃカードを挿入するＰＣカード挿入口８等が設けられている。
【００３１】
　ボトムカバー３の表面には、図示していない電子内視鏡の駆動制御と光電変換された撮
像信号を取り出すと共に、電子内視鏡を絶縁隔離する患者回路を有する印刷回路基板（以
下、患者回路基板と称する）が設けられ、この患者回路基板を覆いシールドするシールド
ケース（以下、患者回路シールドケースと称する）１１、この患者回路シールドケース１
１の背後側に患者回路基板からの撮像信号に所定の信号処理を施して内視鏡映像信号を生
成して、モニターや各種記録機器に出力する二次回路を有する印刷回路基板（以下、二次
回路基板と称する）が設けられ、この二次回路基板を覆いシールドするシールドケース（
以下、二次回路シールドケースと称する）１２、及びこの二次回路シールドケース１２の
側部側に、患者回路基板や二次回路基板に電源を供給する電源回路を有する印刷回路基板
（以下、電源回路基板と称する）が設けられ、この電源回路基板を覆いシールドするシー
ルドケース（以下、電源回路シールドケースと称する）１３等が配置されている。
【００３２】
　このボトムカバー３に設けられた患者回路シールドケース１１には、図２に示すように
、患者回路シールドケース１１により覆われシールドされている患者回路基板１５と、患
者回路基板１５の裏面を覆いシールドする下面シールドケース１６とが設けられている。
この患者回路シールドケース１１、患者回路基板１５、及び下面シールドケース１６は、
ボトムカバー３から植設された複数のスペーサ１７上に載置され、ネジ１８によりスペー
サ１７上に固定されている。
【００３３】
　このスペーサ１７によりボトムカバー３と下面シールドケース１６の間には、フロント
カバー２のＰＣカード挿入部８から挿入されたＰＣカードが装着載置される後述するＰＣ
カードアダプタ部とハーネス規制部材が設けられ、かつＰＣカードアダプタ部から延出さ
れた中継ハーネス１４が二次回路シールドケース１２で覆いシールドされた二次回路基板
に接続されるようになっている。
【００３４】
　このＰＣカードアダプタ部について、図３と図４を用いて説明する。最初に図３に示す
ように、フロントカバー２に設けられたＰＣカード挿入口８の近傍には、ＰＣカード挿入
口８から装着した図示していないＰＣカードを取り出す際に操作するリジェクトボタン２
１が設けられている。
【００３５】
　ＰＣカード挿入口８が設けられたフロントカバー２の背面側には、図４に示すように、
ＰＣカードアダプタ部２２が設けられている。このＰＣカードアダプタ部２２は、フロン
トカバー２の背面側に取付されているＰＣカード用印刷回路基板（以下、ＰＣカード回路
基板と称する）２３、このＰＣカード回路基板２３に実装され、ＰＣカード挿入口８から
挿入されたＰＣカードが装着されるＰＣカードアダプタ２４、ＰＣカード回路基板２３に
実装され、ＰＣカードアダプタ２４と電気的に接続された中継ハーネス１４の一端が装着
されるＰＣカードアダプタ用コネクタ２５、このＰＣカードアダプタ用コネクタ２５に装
着された中継ハーネス１４のＰＣカードアダプタ２５の近傍部分を支持固定するための支
持固定具２６からなっている。なお、ＰＣカードアダプタ用コネクタ２５は、２つに分割
されたコネクタ２５ａ，２５ｂからなり、このコネクタ２５ａ，２５ｂに、２つに分割さ
れた中継ハーネス１４ａ，１４ｂが接続される。この中継ハーネス１４は、フレキシブル
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印刷基板からなり、複数の信号線用の接続パターンが設けられている。
【００３６】
　つまり、図示していないＰＣカードをフロントカバー２に設けられたＰＣカード挿入口
８からＰＣカードアダプタ２４へと挿入すると、ＰＣカードに設けられている接点がＰＣ
カードアダプタ２４の内部に設けられている接片に接触し、かつ、その接片は、ＰＣカー
ド回路基板２３を介してＰＣカードアダプタ用コネクタ２５に接続される。
【００３７】
　このＰＣカードアダプタ用コネクタ２５に接続された中継ハーネス１４は、二次回路シ
ールドケース１２により覆いシールドされている二次回路基板に接続される。しかし、こ
のＰＣカードアダプタ部２２が取り付けられたフロントカバー２をボトムカバー３に取り
付ける際のボトムカバー３には、既に患者回路基板１５、二次回路基板、及び電源回路基
板等が設置されており、かつ、各患者回路シールドケース１１、二次回路シールドケース
１２、電源回路シールドケース１３等が設置された状態である。このために、フロントカ
バー２に取り付けられたＰＣカードアダプタ部２２から延出されている中継ハーネス１４
は、患者回路基板１５の裏面側に設けた下面シールドケース１６の下側を引き回し挿通さ
せることになる。つまり、ＰＣカードアダプタ部２２から延出された中継ハーネス１４は
、患者回路基板１５と患者回路シールドケース１１によるブラインド状態である引き回し
経路に挿通させることになる。このために、引き回し経路への挿通途中においてフレキシ
ブル基板からなる中継ハーネス１４が他の部材に追突したりして挿通作業が困難となり作
業効率が悪化していた。
【００３８】
　そこで、ＰＣカードアダプタ部２２のＰＣカード回路基板２３の先端部から二次回路シ
ールドケース１２でシールドされた二次回路基板の間に図５と図６に示すように、中継ハ
ーネス１４の挿通案内用のハーネス規制部材３１を配置させる。このハーネス規制部材３
１は、中継ハーネス１４を水平方向に挿通案内し、かつ、垂直方向に変位案内するための
ハーネス規制本体部３２と、そのハーネス規制本体部３２の上面に設けられ、患者回路基
板１５の裏面側の下面シールドケース１６と絶縁するための天板部３３からなっている。
なお、図５はハーネス規制部材３１のハーネス規制本体部３２に天板部３３が取り付けら
れた状態において、中継ハーネス１４を挿通させて二次回路基板１９のコネクタ２０に接
続された状態を示しており、図６はハーネス規制部材３１の天板部３３を取り除いたハー
ネス規制本体部３２に中継ハーネス１４を挿通させて、二次回路基板１９のコネクタ２０
に接続された状態を示している。
【００３９】
　このハーネス規制部材３１の詳細構成について、図７と図８を併用して説明する。なお
、図７はハーネス規制部材３１のハーネス規制本体部３２に天板部３３を取り付けた状態
を示し、図８はハーネス規制部材３１のハーネス規制本体部３２を示している。
【００４０】
　このハーネス規制部材３１のハーネス規制本体部３２は、図８に示すように、主として
矩形状の底面部３４、その底面部３４の長手方向の側部側を折り曲げ形成された左右側面
部３５ａ，３５ｂ、底面部３４の長手方向の図中先端側に形成されたスロープ部３６が一
体的に形成されている。
【００４１】
　底面部３４は、長手方向の図中手前側に設けられたＰＣカード回路基板２３が載置され
て固定される基板固定部分３４ａと、基板固定部３４ａから図中先端側に設けた挿通され
る中継ハーネス１４を水平方向に案内するケース部分３４ｂとからなっている。この底面
部３４のケース部分３４ｂの長手方向の先端側には、中継ハーネス１４を垂直方向に変位
させ案内させるために底面部３４から延在させて形成したスロープ部３６が設けられてい
る。
【００４２】
　このスロープ部３６は、底面部３４の面から垂直方向に所定の角度傾斜させた第１のス
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ロープ３６ａと、この第１のスロープ３６ａから更に延在し、かつ、第１のスロープ３６
ａから所定の角度傾斜させた第２のスロープ３６ｂからなっている。なお、第１のスロー
プ３６ａの左右には側面部３６ｃ，３６ｄが形成されている。
【００４３】
　この底面部３４の長手方向の左右側面３５ａ，３５ｂは、底面部３４を案内される中継
ハーネス１４の左右の挿通方向を規制するものである。右側面３５ａは、底面部３４の手
元側の基板固定部分３４ａの基端から先端側のケース部分３４ｂの所定の位置まで形成さ
れている。この右側面３５ａの先端側は、底面部３４のケース部分３４ｂの内側へと所定
の長さ折り曲げた右規制片３５ｃが形成されている。左側面部３５ｂは、底面部３４のケ
ース部分３４ｂとスロープ部３６との境界近傍から手元側の基板固定部分３４ａの境界部
分までの間に形成されている。この左側面３５ｂの手元側は、底面部３４のケース部分３
４ｂの外側へ所定の長さ折り曲げた左規制片３５ｄが形成されている。
【００４４】
　このような形状のハーネス規制本体部３２は、底面部３４の基板固定部分３４ａにＰＣ
カードアダプタ部２２のＰＣカード回路基板２３が設置されて固定され、そのＰＣカード
回路基板２３に接続された中継ハーネス１４を底面部３４のケース部分３４ｂに沿って挿
通させると、中継ハーネス１４の右側は、右側面３５ａと右規制片３５ｃにより規制され
、中継ハーネス１４の左側は、左側面３５ｂと左規制片３５ｄにより規制されて底面３４
のケース部分３４ｂを水平方向に挿通される。
【００４５】
　この底面部３４に沿って水平方向に挿通された中継ハーネス１４は、底面部３４のケー
ス部分３４ｂの先端側に設けた第１のスロープ３６ａと第２のスロープ３６ｂからなるス
ロープ部３６により垂直方向に案内される。このスロープ部３６は、底面部３４の位置よ
りも高い位置にある二次回路基板１９へ中継ハーネス１４を案内挿通させるものである。
もし仮に、中継ハーネス１４を底面部３４と同一高さの位置に案内挿通させる場合は、こ
のスロープ部１４を廃止するか、あるいは、底面部３４と同じ平面としても良い。更に、
中継ハーネス１４の挿通案内方向が、底面部３４の長手方向から、例えば、図中左上方向
へ変位させる場合は、スロープ部３６を図中左方向へと変形させて形成させても良い。
【００４６】
　このハーネス規制本体部３２の左右側面部３５ａ，３５ｂの上部には、図７に示すよう
に、底面部３４と対向する天板部３３が取り付けられる。この天板部３３を設けることに
より、底面部３４のケース部分３４ｂ、左右側面部３５ａ，３５ｂ、及び天板部３３によ
り中継ハーネス１４の左右及び上下の挿通方向を規制するケース部が形成される。
【００４７】
　なお、このハーネス規制部材３１の少なくとも天板部３３は、絶縁部材により形成する
と、このハーネス規制部材３１の上側に位置する患者回路基板１５，あるいは下面シール
ドケース１６との絶縁が確保できる。
【００４８】
　以上説明したように、ＰＣカードアダプタ２４が実装されたＰＣカード回路基板２３で
ある第１の印刷回路基板手段と、二次回路基板１９である第２の印刷回路基板手段と、こ
の第１の印刷回路基板手段と第２の印刷回路基板手段とを接続する中継ハーネス１４であ
る中継ハーネス手段と、この中継ハーネス手段を第１の印刷回路基板手段と第２の印刷回
路基板手段へと引き回す経路上に設けられた患者回路基板１５等の障害部材を回避して、
ブラインド挿通を可能とするハーネス規制部材３１であるハーネス挿通規制手段を備えた
ビデオプロセッサ１を有する内視鏡装置である。
【００４９】
　このハーネス挿通規制手段は、中継ハーネス手段を左右及び上下の挿通方向を規制する
天板部３３、底面部３４、及び左右側面部３５ａ，３５ｂにより形成されるケース部と、
このケース部から挿通された中継ハーネス手段を上下、あるいは左右に挿通方向を変位さ
せるスロープ部３６を有している。
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【００５０】
　また、ハーネス挿通規制手段の天板部３３は、中継ハーネス手段の接続引き回し経路上
の障害部材との電気的絶縁を行う絶縁部材で形成されている。
【００５１】
　これにより、第１印刷回路基板手段と第２の印刷回路基板手段の間に障害部材が存在す
る場合、その障害部材の下側にハーネス挿通規制手段を設けることで、中継ハーネス手段
をそのハーネス挿通規制手段により挿通案内させることができるために、中継ハーネス手
段のブランド挿通作業が安易に迅速に実行できる。
【００５２】
　ところで、フロントカバー２に設けられたＰＣカード挿入口８に図示していないＰＣカ
ードが挿入されてない状態において、このＰＣカード挿入口８が開口状態であると、この
ＰＣカード挿入口８から塵埃がＰＣアダプタ部２４に入り込み、このＰＣアダプタ部２４
に装着されたＰＣカードとの接触不良を起こすことがある。
【００５３】
　そこで、ＰＣカード挿入口８に蓋部材４１を設けて、ＰＣカード挿入時は、この蓋部材
４１を押し退けてＰＣカードアダプタ２４にＰＣカードが装着でき、ＰＣカードアダプタ
２４からＰＣカードを取り出すとＰＣカード挿入口８を閉口させるようにする。
【００５４】
　この蓋部材４１の構成について、図９と図１０を用いて説明する。図９は、フロントカ
バーの背面側に設けたＰＣカードアダプタ部とＰＣカード挿入口に設けた蓋部材を示す一
部断面斜視図、図１０は、フロントカバーのＰＣカード挿入口に設けた蓋部材を示す断面
図である。
【００５５】
　蓋部材４１は、ＰＣカード挿入口８をフロントカバー２の裏面側から開閉できる矩形状
に形成された蓋本体部４２と、この蓋本体部４２の長手方向の上端の両端部分にはシャフ
ト４３が一体に形成されている。一方、フロントカバー２の背面側のＰＣカード挿入口８
の長手方向の上部には、蓋本体部４２のシャフト４３が嵌合されるＵ字状のリブ４４が設
けられている。このＵ字状リブ４４に蓋本体部４２のシャフト４３を嵌合させる際に、バ
ネ材４５をシャフト４３に装着して、蓋本体部４２をシャフト４３を中心に常時ＰＣカー
ド挿入口８へと付勢させる。このフロントカバー２のＵ字状リブ４４にバネ部材４５が装
着させたシャフト４３を嵌合させた後、フロントカバー２の背面からシャフト押さえ部４
６によりシャフト４３を固定する。
【００５６】
　これにより、蓋部材４１は、常時バネ部材４５によりＰＣカード挿入口８をフロントカ
バー２の背面から閉口し、フロントカバー２の正面からＰＣカードがＰＣカード挿入口８
に挿入されると、ＰＣカードにより蓋部材４１をバネ部材４５の付勢に抗して、シャフト
４３を中心に押し退けてＰＣカードアダプタ部２４へと挿入されて図示していないロック
機構により装着ロックされる。この装着ロック機構をフロントカバー２の正面に設けられ
ているリジェクトボタン２１を操作して解除すると、ＰＣカードはＰＣカード挿入口８か
ら取り出すことができ、蓋部材４１は、ＰＣカード挿入口８を閉口する。従って、ＰＣカ
ードが装着されていない状態では、ＰＣカード挿入口８は蓋部材４１により常時閉口され
るために、ＰＣカードアダプタ２４への塵埃の進入を防止できる。
【００５７】
　次に、図２を用いて説明したＰＣカードアダプタ部２２から二次回路シールドケース１
２に覆いシールドされている二次回路基板１９に接続する中継ハーネス１４の引き回し経
路の障害となる患者回路シールドケース１１と患者回路基板１５の取付位置規制について
図１１と図１２を用いて説明する。
【００５８】
　図１を用いて説明したように、フロントカバー２に設けられ電子内視鏡コネクタ受け部
５、スイッチ接続部６、表示部７、及びＰＣカード挿入口８等の配置位置と、ボトムカバ
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ー３に設置される各種回路を有する回路基板の配置位置により、前述したように、ＰＣカ
ードアダプタ部２２とハーネス規制部材３１を患者回路シールドケース１１により覆いシ
ールドされる患者回路基板１５の下側に設けなければならない場合、ボトムカバー３と患
者回路シールドケース１１で覆いシールドされた患者回路基板１５との間にＰＣカードア
ダプタ部２２とハーネス規制部材３１を設置するためのスペースを確保する必要がある。
このスペース確保は、一般には、ボトムカバー３に植設された段付けスペーサを用いて患
者回路基板１５と患者回路シールドケース１１の位置決めを行い、取付固定されることが
多い。この段付きスペースは、市販されているが形状寸法に制約があり所望の形状寸法の
スペーサは高価となる。
【００５９】
　そこで、図１１と図１２に示すように、ボトムカバー３に所定の長さで、段が設けられ
ていない一対のスペーサ１７を植設する。このスペーサ１７は、円柱形、あるいは多角柱
形で、一端はボトムカバー３にネジ止め、あるいはカシメにより植設するための図示して
いない雄ネジや凸状部が形成されている。このスペーサ１７の他端には、雌ネジ１７ｘが
設けられている。
【００６０】
　このボトムカバー３に植設された一対のスペーサ１７の他端には、下面シールドケース
１６が載置される。この下面シールドケース１６は、全体形状が矩形状のお盆状に形成さ
れており、スペーサ１７の他端に載置されると共に、後述する患者回路基板１５の周面に
設けられている接地パターン１５ａが載置され縁部１６ａと、この縁部１６ａに囲まれ、
かつ、後述する患者回路基板１５の裏面側の配線パターン部分をシールドするシールド本
体部１６ｂからなっている。この下面シールドケース１６の対向する縁部１６ａには、ボ
トムカバー３に植設された一対のスペーサ１７の対向位置にネジ挿通孔１６ｃが設けられ
ている。つまり、下面シールドケース１６の対向する縁部１６ａに設けたネジ挿通孔１６
ｃと、ボトムカバー３に植設された一対のスペーサ１７の他端の雌ネジ１７ｘと一致する
ように設定する。このスペーサ１７に下面シールドカバー１６の縁部１６ａのネジ挿通孔
１６ｃに傘付きネジ１８を螺合させて固定する。
【００６１】
　これにより、下面シールド１６の縁部１６ａは、スペーサ１７に固定されると共に、縁
部１６ａの表面には、傘付きネジ１８の傘部分が突出される。なお、このスペーサ１７は
、下面シールドケース１６を安定的に載置固定するために、縁部１６ａの形状に応じて複
数本のスペーサをボトムカバー３に植設させても良く、一対のスペーサ１７以外の複数本
のスペーサには、縁部１６ａを載置させるのみで、傘付きネジ１８により固定する必要は
ない。
【００６２】
　また、この下面シールドケース１６は、患者回路基板１５の下面をシールドするもので
、縁部１６ａには患者回路基板１５、患者回路シールドケース１１を固定するためのスペ
ーサ１７の位置と異なる位置に複数の雌ネジ穴１６ｄが形成されている。
【００６３】
　患者回路基板１５は、表面に患者回路を構成するための複数の電気回路素子１５ｂが実
装され、この複数の電気回路素子１５ｂは患者回路基板１５の裏面側に設けられている接
続パターンに接続されている。なお、患者回路基板１５の裏面側に電気回路素子１５ｂを
実装しても良い。
【００６４】
　この患者回路基板１５の表面の外周囲には、所定の幅の接地パターン１５ａが形成され
ている。また、この患者回路基板１５の裏面の外周囲にも図示していないが所定の幅の接
地パターンが設けられている。この患者回路基板１５の接地パターン１５ａが設けられた
外側には、下面シールドケース１６を一対のスペーサ１７に取付固定している傘付きネジ
１８の傘部分が嵌合される略Ｕ字状の切り欠き１５ｃが設けられている。つまり、この切
り欠き１５ｃが下面シールド１６を一対のスペーサ１７に取付固定している傘付きネジ１
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８の傘部分に嵌合することで下面シールド１６に載置される患者回路基板１５の位置決め
が行える。また、この接地パターン１５ａには、この患者回路基板１５を下面シールドケ
ース１６に固定するためのネジ穴１５ｄが設けられている。
【００６５】
　患者回路シールドケース１１は、患者回路基板１５の表面の外周囲に設けられた接地パ
ターン１５ａに載置される載置部１１ａ、この載置部１１ａから立ち上がり、患者回路基
板１５に実装されている複数の電気回路素子１５ｂを覆いシールドするシールド本体部１
１ｂ、及び載置部１１ａの外側の患者回路基板１５に設けた切り欠け１５ｃと対向する位
置に設けた切り欠け１１ｃと、患者回路基板１５に設けたネジ穴１５ｄと対向位置に設け
たネジ穴１１ｄが設けられている。
【００６６】
　すなわち、一対のスペーサ１７に載置されて傘付きネジ１８により取付固定された下面
シールドケース１６の縁部１６ａに、患者回路基板１５の接地パターン１５ａに設けられ
た切り欠け１５ｃと、患者回路シールドケース１１の載置部１１ａに設けた切り欠け１１
ｃを傘付きネジ１８の傘部分に嵌合させながら載置させる。これにより、傘付きネジ１８
の傘部分により、患者回路基板１５と患者回路シールドケース１１の位置決めが行える。
この位置決めされた状態で、図示していない雄ネジを患者回路シールドケース１１のネジ
穴１１ｄと患者回路基板１５のネジ穴１５ｄに挿通させて、下面シールドケース１６の雌
ネジ穴１６ｄに螺合させることで、患者回路シールドケース１１と患者回路基板１５ａが
下面シールドケース１６に固定できる。これにより、比較的廉価な市販のスペーサを用い
て、患者回路基板１５の下面シールドケース１６とボトムカバー３との間に十分にスペー
スが確保できると共に、患者回路基板１５と患者回路シールドケース１１の取付位置決め
が簡単確実に行える。
【００６７】
　なお、ビデオプロセッサ内にハーネス挿通規制手段を設けた実施形態を説明したが、内
視鏡装置の光源装置や図示しないその他の周辺機器にも適用しても良い。
【００６８】
　［付記］
　以上詳述した本発明の実施形態によれば、以下のごとき構成を得ることができる。
【００６９】
　（付記１）　少なくとも電子内視鏡、光源、及び電子内視鏡を駆動制御すると共に、電
子内視鏡により撮像した撮像信号に所定の信号処理を施してモニターに内視鏡画像を表示
させるビデオプロセッサからなる内視鏡装置において、
　第１の印刷回路基板手段と、
　第２の印刷回路基板手段と、
　この第１の印刷回路基板手段と第２の印刷回路基板手段とを接続する中継ハーネス手段
と、
　この中継ハーネス手段を前記第１の印刷回路基板手段と第２の印刷回路基板手段への接
続引き回し経路上に設けられた障害部材を回避してブラインド挿通を可能とするハーネス
挿通規制手段と、
　を具備することを特徴とした内視鏡装置。
【００７０】
　（付記２）　前記ハーネス挿通規制手段は、前記中継ハーネス手段の左右及び上下の挿
通方向を規制するケース部と、前記中継ハーネス手段を左右、あるいは上下に挿通方向を
変位させるスロープ部から構成されていることを特徴とした付記１に記載の内視鏡装置。
【００７１】
　（付記３）　前記ハーネス規制手段は、前記第１の印刷回路基板手段と第２の印刷回路
基板手段の間の引き回し経路上に設けられた障害部材と電気的に絶縁する絶縁部材が用い
られていることを特徴とした付記１または２のいずれかに記載の内視鏡装置。
【００７２】
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　（付記４）　前記ハーネス挿通規制手段は、略矩形状の底面部と、この底面部の長手方
向の先端側から延在させて形成されたスロープと、前記底面部の両側部に設けた左右側面
部と、及びこの左右側面部を手元側と先端側を底面部の内側と外側に互いに異なる方向に
折り曲げ形成した折り曲げ片とを一体的に形成したハーネス規制本体部と、このハーネス
規制本体部の左右側面部に装着される天板部とからなることを特徴とした付記１乃至３の
いずれかに記載の内視鏡装置。
【００７３】
　（付記５）　少なくとも電子内視鏡、光源、及び電子内視鏡を駆動制御すると共に、電
子内視鏡により撮像した撮像信号に所定の信号処理を施してモニターに内視鏡画像を表示
させるビデオプロセッサからなる内視鏡装置において、
　フロントカバーに設けられたＰＣカードを挿入するためのＰＣカード挿入口と、
　このＰＣカード挿入口から挿入されたＰＣカードが装着されるＰＣカードアダプタ部と
、　前記ＰＣカード挿入口に設けられ、前記ＰＣカードが挿入された際に、ＰＣカードで
押し退けられる蓋部材と、
　を具備することを特徴とした内視鏡装置。
【００７４】
　（付記６）　前記蓋部材は、前記フロントカバーに形成されたＰＣカード挿入口と略同
一形状に形成された蓋本体部と、この蓋本体部の長手方向の上部の両端に設けられたシャ
フト、このシャフトが嵌合される前記フロントカバーに設けられたリブと、このリブに蓋
本体部のシャフトを嵌合する際に、シャフトに装着するバネ材と、前記リブにバネ材が装
着されたシャフトが嵌合され際に、シャフトをリブに固定させるシャフト押さえと、から
なることを特徴とした付記５に記載の内視鏡装置。
【００７５】
　（付記７）　少なくとも電子内視鏡、光源、及び電子内視鏡を駆動制御すると共に、電
子内視鏡により撮像した撮像信号に所定の信号処理を施してモニターに内視鏡画像を表示
させるビデオプロセッサからなる内視鏡装置において、
　ボトムカバーに植設された少なくとも一対のスペーサと、
　この一対のスペーサに載置されて傘付きネジにより固定される下面シールドケースと、
　この下面シールドのケースに載置される回路基板と、その回路基板の上面を覆いシール
ドするシールドケースと、
　この前記回路基板とシールドケースに設けられ、前記下面シールドケースに載置した際
に、前記下面シールドケースから露出している傘付きネジの傘部分に嵌合する切りかけと
、
　を具備することを特徴とした内視鏡装置。
【００７６】
　（付記８）　前記一対のスペーサは、同一形状で、一端にボトムカバーに植設される植
設部を有し、他端には、前記傘付きネジが螺合されるネジ穴を有している特徴とした付記
７に記載の内視鏡装置。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサの外装ケース内の構成を示す斜視
図。
【図２】本発明の第１の実施形態の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサの外装ケース内
の構成を示す側面図。
【図３】本発明の第１の実施形態の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサのフロントカバ
ーに設けられたＰＣカード挿入口を示す斜視図。
【図４】本発明の第１の実施形態の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサのプロントカバ
ーの背後に設けたＰＣカードアダプタ部を示す斜視図。
【図５】本発明の第１の実施形態の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサのＰＣカードア
ダプタ部からの中継ハーネスの挿通状態を示す斜視図。
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【図６】本発明の第１の実施形態の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサのＰＣカードア
ダプタ部からの中継ハーネスの挿通状態を示す斜視図。
【図７】本発明の第１の実施形態の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサのＰＣカードア
ダプタ部における中継ハーネスの挿通規制させるハーネス規制部材の外観を示す斜視図。
【図８】本発明の第１の実施形態の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサのＰＣカードア
ダプタ部における中継ハーネスの挿通規制させるハーネス規制部本体の内部構成を示す斜
視図。
【図９】本発明の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサのフロントカバーの背面側に設け
たＰＣカードアダプタ部とＰＣカード挿入口に設けた蓋部材を示す一部断面斜視図。
【図１０】本発明の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサのフロントカバーのＰＣカード
挿入口に設けた蓋部材を示す断面図。
【図１１】本発明の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサの患者回路基板と患者回路シー
ルドケースの位置決め固定の構成を示す展開斜視図。
【図１２】本発明の内視鏡装置に用いるビデオプロセッサの患者回路基板と患者回路シー
ルドケースの位置決め固定の構成を示す断面図。
【図１３】従来の内視鏡装置の構成を示すブロック図。
【符号の説明】
【００７８】
　　１　ビデオプロセッサ
　　２　フロントカバー
　　３　ボトムカバー
　　４　バックカバー
　　５　トップカバー
　　８　ＰＣカード挿入口
　１１　患者回路シールドケース
　１２　二次回路シールドケース
　１３　電源回路シールドケース
　１４　中継ハーネス
　１５　患者回路基板
　１６　下面シールドケース
　１７　スペーサ
　２２　ＰＣカードアダプタ部
　２３　ＰＣカード印刷回路基板
　２４　ＰＣカードアダプタ
　２５　ＰＣカードアダプタ用コネクタ
　３１　ハーネス規制部材
　３２　ハーネス規制本体部
　３３　天板部
　３４　底面部
　３５　側面部
　３６　スロープ部
　代理人　弁理士　伊藤　進



(13) JP 4727174 B2 2011.7.20

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 4727174 B2 2011.7.20

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(15) JP 4727174 B2 2011.7.20

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】



(16) JP 4727174 B2 2011.7.20

10

フロントページの続き

    審査官  門田　宏

(56)参考文献  特開平０９－１９２０８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６２－１４２８９８（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平４－１９７３３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１７７２１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１６１６２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３３２８３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１９０４９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５３－９２１８９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭５７－１０７７９（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　１／００　－　１／３２　　　　
              Ｇ０２Ｂ　　２３／２４　－２３／２６
              　　　



专利名称(译) 内视镜装置

公开(公告)号 JP4727174B2 公开(公告)日 2011-07-20

申请号 JP2004210611 申请日 2004-07-16

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

[标]发明人 大森浩司
大島睦巳
古源安一

发明人 大森 浩司
大島 睦巳
古源 安一

IPC分类号 A61B1/04 G02B23/24

FI分类号 A61B1/04.370 G02B23/24.B A61B1/04 A61B1/04.510

F-TERM分类号 2H040/FA13 2H040/GA02 2H040/GA10 2H040/GA11 4C061/CC06 4C061/JJ06 4C061/LL01 4C061
/NN03 4C061/UU03 4C161/CC06 4C161/JJ06 4C161/LL01 4C161/NN03 4C161/UU03

代理人(译) 伊藤 进

审查员(译) 门田弘

其他公开文献 JP2006026172A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种内窥镜装置，其能够盲插插入用于连接印刷电
路板的继电器线束。 ŽSOLUTION：该内窥镜装置设置有线束调节构件
31，用于通过避开设置在连接PC卡电路板23的中继线束14的敷设路线上
的患者电路板15来进行盲插，其中PC卡适配器24是PC卡适配器24。线
束调节构件31设置有壳体部分34b和倾斜部分36，壳体部分34b用于调节
中继线束14的水平和垂直插入方向，倾斜部分36用于垂直或水平地移动
中继线束的插入方向。 14.Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/adaff75c-8ad2-4a28-b95d-978755640654
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/035893184/publication/JP4727174B2?q=JP4727174B2

